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１　積載式移動タンク貯蔵所に対する移動タンク貯蔵所としての許可件数は、当該車両の数と同一であ
ること。

２　積載式移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載することができるタンクコンテナの数は、タンクコン
テナの容量の合計が30,000Ｌ以下となる数とするが、さらに設置者がその数以上の数のタンクコン
テナ（以下「交換タンクコンテナ」という。）を保有し、かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積
載しようとする場合は、次により許可を受けるものであること。
⑴　当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、交換タンクコンテナを含めて当
該積載式移動タンク貯蔵所の設置許可を受けること。
⑵　設置許可を受けた後にあっては、交換タンクコンテナを保有しようとする際に、当該積載式移動
タンク貯蔵所の変更許可を受けること。

３　前記２の許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナは、他の積載式移動タンク貯蔵所
のタンクコンテナと当該タンクコンテナとが緊結装置に同一性をもつものである場合には、既に許可
を受けた当該他の積載式移動タンク貯蔵所の車両にも積載することができること。この場合におい
て、当該タンクコンテナは、当該他の積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるもので
あること。

４　積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名及び貯蔵最大数量がタンクコンテナを積載
するたびに異なることが予想される場合は、次によること。
⑴　当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、貯蔵することが予想されるすべ
ての品名及び貯蔵最大数量について、当該積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名
及び貯蔵最大数量として設置許可を必要とするものとすること。
⑵　設置許可を受けた後にあっては、貯蔵することが予想されるすべての品名及び貯蔵最大数量につ
いて、法第11条の４に定める届出を必要とするものとすること。

５　積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨車又は船舶への荷積み又は荷下しに伴う当該
タンクコンテナの取扱いは、当該積載式移動タンク貯蔵所の危険物の貯蔵に伴う取扱いと解されるこ
と。

６　積載式移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷下しした後において再びタンクコンテナを
積載するまでの間、当該車両を通常の貨物自動車としての用途に供する場合は、当該積載式移動タン
ク貯蔵所について法第12条の６に定める用途廃止の届出を要することなく、当該車両を貨物自動車
の用途に供することができるものであること。

７　積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨車、船舶等を利用して輸送し、輸送先で他の
車両に積み替える場合に、輸送先の市町村において許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所がない場合
は、当該タンクコンテナと他の車両とで１の積載式移動タンク貯蔵所として設置許可を受けることが
できるものとし、完成検査については、タンクコンテナを車両に固定した状態での外観検査により行



さいたま市危険物規制事務に関する審査基準

別記第２７　積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 489

うもので差し支えないものであること。この場合において、危規則第24条の５第４項第４号の表示
について輸送先の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号の表示は不要とすること。
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